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はじめに
皆さんは、これから学校を卒業して、それぞれいろいろな

職場で働かれることと思います。

しかし、どの職場に入っても、皆さんが労働者（雇われて

働く人）であることに変わりはありません。

職場に入ってからの皆さんには、労働者として多くの権利

が認められるとともに、守らなければならないルールや心得

ておくべきマナーがあります。

この冊子には、これから社会人として活躍される皆さんや

いずれ社会人となる皆さんに、ぜひ知っておいて欲しいこと

がまとめられています。

この冊子を手元において、職場に入ってからも、時には取

り出してみてください。

また、実際に就職してみて分からないことや、困ったこと

があったときには、お近くの労政事務所に相談してください。

（住所地と電話番号は、裏表紙にあります。）

この冊子が、これから就職する皆さんの、お役に立てば幸

いです。

皆さんの活躍を祈っています！

長野県PRキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ
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その他
22.6%

農林水産業
1.9%

情報通信業
2.9%

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業

2.9%

宿泊・飲食サービス業
1.8%

金融・保険業
3.4%

運輸・郵便業
3.6%

専門・科学技術、業務支援サービス業
5.2%

建設業
6.9%

卸売・
小売業
9.4%

不動産業
11.3%

製造業
28.1%

令和２年度 
県内総生産 

8兆2141億円

●全国シェア第１位の製造品（一部抜粋）
製造品出荷額ベース シェア

顕微鏡、拡大鏡 86.3％

縫針・ミシン針 81.9％

その他の整地用機器 63.1％
空気圧機器の部分品・取
付具・附属品 55.3％

顕微鏡・望遠鏡等の部分
品・取付具・附属品 54.3％

その他の缶詰
（瓶詰・つぼ詰を含む） 52.7％

味そ（粉味そを含む） 52.0％

製造業
30.7%

不動産業
10.6%卸売・

小売業
9.4%建設業

6.6%

専門・科学技術、業務支援サービス業
5.7%

運輸・郵便業
3.4%

金融・保険業
3.5%

宿泊・飲食サービス業
1.6%

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業　　　

2.3%

情報通信業
2.8%

農林水産業
1.7%

その他
21.7%

令和3年度
県内総生産
8兆6,243億円

（長野県企画振興部
「令和3年度県民経済計算」）

（長野県企画振興部
「2022年経済構造実態調査」）

写真提供
㈱ダイヤ精機製作所
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（中小企業白書2023年版
「平成28年経済センサス
活動調査」再編加工）

大企業で
働く人
17.9%
88,501人

大企業で
働く人
17.9%
88,501人

中小企業で
働く人
82.1%
405,878 人

中小企業で
働く人
82.1%
405,878 人（参考）

全国平均は
64.2％

　恵まれた自然環境と豊富な観光資源を
持つ長野県は、国内有数の観光県です。
令和５年の延宿泊人数は全国10位とな
る年間約1,796万人（国土交通省「宿泊
旅行統計調査」）であり、県内サービス
産業の発展に重要な役割を果たしていま
す。特に避暑地やスキー場などの山岳リ
ゾート地は国内だけでなく海外からも多
くの観光客を引き付けています。

　県内の企業約66,000社のうち、その
99％以上が中小企業であり、県内経済や
地域社会に重要な役割を果たしています。

写真提供：安曇野市社会福祉協議会

中小企業の
従業員
87.3％
535,873人

大企業の
従業員
12.7%
77,612人

（参考）
全国平均は
69.7％ （中小企業白書2023年版

「令和3年経済センサス・
　活動調査」再編加工）
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どう活躍するか
【目的】

自己実現や社会貢献
に向けて行動する

３つの視点

リフレクション （振り返り）

３つの能力
12の能力要素

前に踏み出す力
主体性、働きかけ力、

実行力

考え抜く力
課題発見力、
計画力、
創造力

チームで働く力
発信力、傾聴力、

柔軟性、情況把握力、
規律性、ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

どのように学ぶか
【統合】

多様な体験・経験、能力、キャリ
アを組み合わせ、統合する

何を学ぶか
【学び】

学び続けることを学ぶ

6
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① 呼ばれたらすぐに「はい」と返事する

② メモの準備をし、用件を書きとめる

③ 途中でさえぎらず、最後まで聞く

④ 内容を復唱し、確認する

⑤ 仕事が重なった時は、優先順位を
確認し、上司の判断を仰ぐ

＜指示・命令の受け方のポイント＞

忙しくても必ずその場で返事を

5Ｗ3Ｈを意識してメモをとる

疑問点は最後にまとめて聞く

簡潔に要約して、自分の言葉で復唱する

報
告

連
絡

相
談
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① 質の良い十分な睡眠

② 1日 3食栄養バランスのとれた規則正しい食生活

③ 適度な運動

④ 健康診断を受けよう

⑤ 趣味やストレス解消

入社後は新しい環境で覚えることもたくさんあるので、初めのうちは気
疲れすることも多いでしょう。体調を崩してダウンすることのないよ
う、疲れを溜め込まずに過ごせる生活リズムを入社前に身に付けておき
ましょう。
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○○ ○○さん へ
○○ ○○ 様 から
　電話がありました
　電話を頂きたい
　来訪されました
　来て頂きたい
　もう一度訪問します
用件

電話番号

受付　月　日　時　分
対応者　○○

伝言メモ
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< 例 > 電話の流れ（電話をかけるとき）

自 分「わたくし○○社の△△と申します。いつもお世話になってお
ります。□□課のＢ様（さん）をお願いいたします。」

受ける側A「お繋ぎしますので、少々お待ちください。」
受ける側B「はい、お電話替わりました。Ｂでございます。」
自 分「わたくし、○○社の△△と申します。いつもお世話になって

おります。本日は☆☆の件でお電話差し上げました。
ただ今、お時間よろしいでしょうか。」

自 分「…………………（用件）を話す……………………」
受ける側B「…………………（返事）……………………………」
自 分「それでは…………の件、よろしくお願いいたします。

失礼いたします。」
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目上の方
には
自分から
先に！
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目上の方
には
自分から
先に！
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労働者と使用者は、権利を行使するだけでなく、お互いに義務
も誠実に履行しなければなりません。（労働契約法 3条）

また、使用者が一方的に労働条件を変更することは、違法で
あり認められません。労働者と使用者の合意が必要になります。

労働契約成立労働契約成立
（民法 623条）（民法 623条）
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書面による交付がない場合は、会社に請求するようにしましょう。

◆書面で明示すべき労働条件
①労働契約の期間に関すること
②期間の定めがある契約の場合、更新についての基準に関すること
（通算契約期間や更新回数に上限がある場合はその内容を含む）
③仕事をする場所、仕事の内容に関すること
（仕事をする場所・仕事内容の変更範囲を含む）
④�始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務
に関すること
⑤賃金の決定、計算と支払方法、賃金の締切日と支払日の時期に関すること
⑥退職に関すること（解雇の事由を含む）
※�その他有期労働契約の場合において、無期転換権が発生する契約の更新時
は無期転換申し込み機会と、無期転換後の労働条件を明示すること。

18
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派遣社員

雇用契約
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　使用者は、常時10人以上（パート・アルバイトも含む）の労働者を雇用
する事業所ごとに作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。また、
作成・変更の際は労働者を代表する者の意見を聴くことになっています。
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※割増率引き上げの代わりに、労使協定により「代替休暇」を付与することも可能。
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　使用者が、法定労働時間を超えて労働者を働かせる場合の上限は月45時
間・年360時間となり、原則としてこれを超えることはできません。
　ただし、特別な労使協定を締結した場合に限り、限度時間（月45時間・
年間360時間）を超えて労働者を働かせることができますが、以下の制限が
あります。
・月45時間を超えて働かせることができるのは年6か月まで
・年間720時間以内であること
・月100時間未満（休日労働を含む）であること



22 23
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　なお、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有
給休暇のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが
義務付けられています。（労働基準法39条）
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～

～

～

～

表1　勤続年数と年次有給休暇日数
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長野県の最低賃金
１時間あたり　948 円

（令和 5 年 10 月１日～）
毎年 10 月頃に改定され、各都道府県で最低賃金額は異なります。

特定の産業には、産業別最低賃金が別途定められています。
※ 時間外労働、休日労働、深夜労働の場合は、この最低賃金にそれぞれ

の割増率（P21 参照）を乗じた額になります。

賃金は、現金で支払わなければなりません。
ただし、労働者の同意があれば、労働者の指定する本人名義の口
座に振り込むことができます。また、令和５年４月より賃金のデ
ジタル払いも認められることになりました。

長野県の最低賃金
１時間あたり　998円
（令和６年10月１日～）

毎年10月頃に改定され、各都道府県で最低賃金額は異なります。
特定の産業には、産業別最低賃金が別途定められています。
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令和６年　○月分

深夜時間 休日時間

9,072

＊令和6年10月現在の保険料率で算出

33,631
153,677

※時間外手当は次のように計算します。
　（例）基本給／１ヵ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
※住民税は働き始めた年の翌年6月の給与から控除されます。
※通勤手当は交通手段と通勤距離により非課税限度額が決まっています。
※金額は変動する場合があります。
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28

○雇用保険料
○健康保険料
○厚生年金保険料
○介護保険料（40歳以上の人）
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※従業員51人以上の事業所では、次の全てに当てはまる方は、社会保険の加入が義務付けられています。



30



30 31



32

※�勤続6ヶ月未満の労働者と週の所定労働日数が2日以下の労働者の場合、「子の看護休暇」及び「介護休
暇」は、労使協定により、適用が除外されることがあります。

https://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/work-life/ryoritsushien/documents/
r6hataraku.pdf
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　仕事と生活のうち、どこに重点を置きたいかは、その人の生活、生き方に
よって異なり、子育て期・中高年期といった人生の各段階に応じても変わっ
てきます。それぞれの人が仕事上の責任を果たしつつ、「仕事」と「生活」
との調和を図り、その両方が充実している状態をワーク・ライフ・バランス
といいます。（ワーク・ライフ・バランス憲章）
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　職場のパワーハラスメントとは、職場において行
われる①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、①から
③までの３つの要素を全て満たすものをいいます。
　ただし、上司等からの必要な指示や注意を不快に
感じても「業務の適正な範囲」であれば、パワハラ
には当たりません。
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　パートタイム労働者など、期間の定めのある労働契約（有期労働契約）に
より雇用されている労働者の契約の更新をその契約期間満了時に使用者が拒
否することを「雇

やといどめ

止め」と呼んでいます。
　有期労働契約を更新しないこととする場合には、あらかじめ更新しないこ
とが明示されている場合を除いて、3回以上更新しているか、1年以上継続
勤務している場合は、少なくとも契約期間満了の30日前までにその予告を
しなければなりません。雇止めの理由については労働者から請求があれば、
明示することとされています。ただし、契約の状態によっては解雇に関する
法理が適用されることがあります。
　また、有期労働契約（平成25年4月1日以後に開始したもの）が反復更新されて5年を
超えた場合、労働者は無期労働契約への転換の申込みをすることができます。
　なお、使用者は、有期労働契約の期間中はやむを得ない事由がある場合で
なければ解雇することはできません。
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相談受付時間　月～金曜日（祝日、年末年始を除く）8:30～17:15
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　①手続き簡単　②費用は無料　③早期解決　④秘密厳守　です。詳しくは、長野県労
働委員会事務局又はお近くの県労政事務所（p42）にご相談ください。

職員が労働者及び事業者双方から事情を伺います。
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0570-078327
0570-078374
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シューカツNAGANO
キャリア相談室

◇ハローワーク（公共職業安定所）
　地域に密着した総合的雇用サービス機関として、求人の受理や職業の紹介を始め、雇
用に関する各種の相談・指導を行っています。

名　　称 所　 在　 地 電話番号

ハローワーク長野
（長野公共職業安定所） 長野市中御所3-2-3 026-228-1300

ハローワーク松本
（松本公共職業安定所） 松本市庄内3-6-21 0263-27-0111

ハローワーク上田
（上田公共職業安定所） 上田市天神2-4-70 0268-23-8609

ハローワーク飯田
（飯田公共職業安定所） 飯田市大久保町2637-3 0265-24-8609

ハローワーク伊那
（伊那公共職業安定所） 伊那市狐島4098-3 0265-73-8609

ハローワーク篠ノ井
（篠ノ井公共職業安定所） 長野市篠ノ井布施高田826-1 026-293-8609

ハローワーク飯山
（飯山公共職業安定所） 飯山市大字飯山186-4 0269-62-8609

ハローワーク木曽福島
（木曽福島公共職業安定所） 木曽郡木曽町福島5056-1 0264-22-2233

ハローワーク佐久
（佐久公共職業安定所） 佐久市大字原565-1 0267-62-8609
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ハローワーク佐久小諸出張所
（佐久公共職業安定所小諸出張所） 小諸市大字御幸町2-3-18 0267-23-8609

ハローワーク大町
（大町公共職業安定所） 大町市大町2715-4 0261-22-0340

ハローワーク須坂
（須坂公共職業安定所） 須坂市墨坂2-2-17 026-248-8609

ハローワーク諏訪
（諏訪公共職業安定所） 諏訪市上川3-2503-1 0266-58-8609

ハローワーク諏訪岡谷出張所
（諏訪公共職業安定所岡谷出張所） 岡谷市中央町1-8-4 0266-23-8609

松本新卒応援ハローワーク
（ヤングハローワーク松本）

松本市深志1-4-25
松本フコク生命駅前ビル1階 0263-31-8600

長野新卒応援ハローワーク
長野市新田町1485-1
もんぜんぷら座4階

026-228-0989

ハローワーク長野
マザーズコーナー 026-228-0333

ハローワーク松本
マザーズコーナー

松本市庄内3-6-21
（ハローワーク松本内） 0263-27-0111

ハローワーク上田
マザーズコーナー

上田市天神2-4-70
（ハローワーク上田内） 0268-23-8609

ハローワーク飯田
マザーズコーナー

飯田市大久保町2637-3
（ハローワーク飯田内） 0265-24-8609

◇ふるさとハローワーク（地域職業相談室）
　ハローワーク（公共職業安定所）が設置されていない市町村において、職業相談・職
業紹介等を行っています。国と市町村が共同で運営しています。

名　　称 所　 在　 地 電話番号

安曇野市ふるさとハローワーク 安曇野市豊科4960-1　
長野県安曇野庁舎1階 0263-71-1586

駒ヶ根市ふるさとハローワーク 駒ヶ根市中央3-5
駒ヶ根市駅前ビルアルパ3階 0265-81-7177

茅野市地域職業相談室
（ふるさとハローワーク）

茅野市ちの3502-1
茅野駅前ベルビア2階 0266-72-2029

塩尻市ふるさとハローワーク 塩尻市大門一番町12-2
えんぱーく4階 0263-52-5588

千曲市ふるさとハローワーク 千曲市杭瀬下2-1
千曲市役所2階 026-261-3609

中野市ふるさとハローワーク 中野市三好町1-4-27
中野市中央公民館1階 0269-23-4710



48

0263-25-8100

長野市南長野西後町1597-1
長野表参道ビル8階
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（一般労働者用；常用、有期雇用型）

労働条件通知書（モデル様式）

                                                                年 月 日

殿

事業場名称・所在地

使 用 者 職 氏 名

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（ 年 月 日～ 年 月 日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無

自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（ ）

２ 契約の更新は次により判断する。
・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力 
・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 
・その他（ ） 

３ 更新上限の有無（無・有（更新 回まで／通算契約期間 年まで））
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者）
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（ 年 か月（上限 年））
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後） （変更の範囲）

従事すべき

業務の内容

（雇入れ直後） （変更の範囲）

【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】
・特定有期業務（ 開始日： 完了日： ）

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換 1 ～ 5
のうち該当す

るもの一つに

○を付けるこ

と。 、所定時

間外労働の有

無に関する事

項

１ 始業・終業の時刻等

1  始業（ 時 分） 終業（ 時 分）

【以下のような制度が労働者に適用される場合】

2  変形労働時間制等；（ ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。

   始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日 ）

   始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日 ）

   始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日 ）

  3  ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から 時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、

           ｺｱﾀｲﾑ        時 分から  時 分）

4  事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分）

5  裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条

２ 休憩時間（ ）分

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ）

休 日 ・定例日；毎週 曜日、国民の祝日、その他（ ）
・非定例日；週・月当たり 日、その他（ ）
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間 日
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条

休 暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→ 日
継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無）
→ か月経過で 日
時間単位年休（有・無）

２ 代替休暇（有・無）
３ その他の休暇 有給（ ）

無給（ ）
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く）50

巻末付録
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賃 金 １ 基本賃金 イ 月給（ 円）、ロ 日給（ 円）

ハ 時間給（ 円）、

ニ 出来高給（基本単価  円、保障給  円）

ホ その他（ 円）

ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等

 
２ 諸手当の額又は計算方法

イ（ 手当 円 ／計算方法： ）

ロ（ 手当 円 ／計算方法： ）

    ハ（ 手当 円 ／計算方法： ）

ニ（ 手当 円 ／計算方法： ）

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（ ）％

月６０時間超 （ ）％

所定超 （ ）％

ロ 休日 法定休日（ ）％、法定外休日（ ）％

ハ 深夜（ ）％

４ 賃金締切日（ ）－毎月 日、（ ）－毎月 日

５ 賃金支払日（ ）－毎月 日、（ ）－毎月 日

６ 賃金の支払方法（ ）

７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（ ））

８ 昇給（ 有（時期、金額等 ） ， 無  ）
９ 賞与（ 有（時期、金額等 ） ， 無  ）

退職金（ 有（時期、金額等 ） ， 無 ）

退職に関す

る事項

１ 定年制 （ 有 （ 歳） ， 無 ）

２ 継続雇用制度（ 有（ 歳まで） ， 無 ） 
３ 創業支援等措置（ 有（ 歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 
４ 自己都合退職の手続（退職する 日以上前に届け出ること）

５ 解雇の事由及び手続

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（ ））

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・中小企業退職金共済制度 
（加入している ， 加入していない） （※中小企業の場合） 

・企業年金制度（ 有（制度名 ） ， 無 ）

・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
部署名 担当者職氏名 （連絡先 ） 

・その他（ ） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。  
労働契約法第 条の規定により、有期労働契約（平成 年 月 日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か
ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない
労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合
は、無期転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇
用特別措置法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。

※ 以上のほかは、当社就業規則による。

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。

この通知書は厚生労働省が示したモデル様式であり、労働条件の定め方によってはこの様式どおりとならない場合があります。



長 野 県
N a g a n o  P r e f e c t u r e

産業労働部 労働雇用課
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あなたの奨学金

会社が肩代わり。
奨学金返還支援（代理返還）制度の導入は、従業員の方へ提供される企業の福利厚生制度です。

あなたの応募先、内定先は
奨学金の返還（返済）を支援していますか？
奨学金の返還がない方も、会社の福利厚生が
どうなっているか、ぜひ確認してみてください。
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はじめに
皆さんは、これから学校を卒業して、それぞれいろいろな

職場で働かれることと思います。

しかし、どの職場に入っても、皆さんが労働者（雇われて

働く人）であることに変わりはありません。

職場に入ってからの皆さんには、労働者として多くの権利

が認められるとともに、守らなければならないルールや心得

ておくべきマナーがあります。

この冊子には、これから社会人として活躍される皆さんや

いずれ社会人となる皆さんに、ぜひ知っておいて欲しいこと

がまとめられています。

この冊子を手元において、職場に入ってからも、時には取

り出してみてください。

また、実際に就職してみて分からないことや、困ったこと

があったときには、お近くの労政事務所に相談してください。

（住所地と電話番号は、裏表紙にあります。）

この冊子が、これから就職する皆さんの、お役に立てば幸

いです。

皆さんの活躍を祈っています！

長野県PRキャラクター「アルクマ」
©長野県アルクマ
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